
令和７年度 

総会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

中央こども園 保護者会 



第１号議案 

 

令和６年度 事業(活動)報告承認に関する件 

事業(活動)報告       中央こども園保護者会 

 

月 日 事業(活動)報告 

４月１日 入園式 

4月 8日 役員会※      母の日・父の日プレゼント決め 

１３日 役員会       保護者会資料作成・保護者会費封筒作成 

２０日 連合保護者会総会 

５月２日 保護者総会書面表決集計 

７月７日 役員会※      おまつりウィークプレゼント決め 

７月１１日 役員会※      運動会プレゼント決め 

8月１８日 小野まつり     子どもひろばブース出展お手伝い 

９月２日 お祭りウィーク   プレゼント提供 役員都合つかずお手伝いなし 

１０月１日 運動会       規模を縮小して開催のため今年度はお手伝いなし 

１０月２８日 役員会※      クリスマス会プレゼント決め 

１２月１４日 役員会       先生への記念品・卒園児記念品決め・次年度役員選抜 

１月７日 役員会※      在園児進級記念プレゼント決め 

２月１５日 役員会※      新役員顔合わせ・三役選出 

３月２２日 卒園式 

３月３１日 会計報告及び会計監査  

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年度の役員会はこども園内で開

催せず SNS(グループ LINE)での打ち合わせを行いました。 



科目 予算額 収入済額 備考

保護者会費 623,400 620,400 月額\600／名　当初84名　最終88名

事業収入 50,000 0 夕涼み会・コミセンバザー売上

雑収入 350 388 貯金利息(88円)、令和5年度卒業記念品差額分(300円)

前年度繰越金 520,353 520,353

収入合計 1,194,103 1,141,141

科目 予算額 支出済額 備考

市連合負担金 28,200 28,200 ￥300×84名＝￥25200＋施設割\3000

事業活動費 450,000 336,043 プレゼント代

会議費 30,000 0 会議費　新旧役員引継ぎ

研修費 0 0 三者研修費

慶事費 30,000 7,000 結婚祝　御見舞い　餞別代　袋代

交通・通信・事務用品費 40,000 27,106 役員交通費　役員手当　年間事務費　備品代　目録代 

保護者会記念品費 150,000 268,400 卒園記念品

予備費 379,734 0 その他

支出合計 1,107,934 666,749

収入済額

支出済額 666,749

差引残額 474,392 (翌年へ繰越）

支出の部

単位：円

1,141,141

第２号議案

令和6年度　決算報告に関する件

決　算　報　告　書

収入の部

単位：円



令和6年度　保護者会

月 日 収入概要 金額 月 日 支出概要 金額

4 1 前年度繰越金 520,353 4 2 施設費 3,000

16 記念品差額分 300 連合保護者会費 25,200

5 29 4・5月分保護者会費 年間事務費 5,000

1,200×83名 99600 ノート・封筒代 220

600×2名 1,200 5 2 父の日・母の日プレゼント代 73,920

6 11 6・7月分保護者会費 21 園児入院御見舞代 2,000

1,200×84名 100,800 7 23 夏祭り景品代 30,693

8 6 8・9月分保護者会費 9 19 運動会景品代 51,280

1,200×85名 102,000 12 2 クリスマスプレゼント代 57,350

10 8・9月分保護者会費追加 2 6 役員手当 7,000

1,200×1名 1,200 園外活動費 13,000

9 17 貯金利息 32 卒園記念校区内 65,800

10 29 10・11月分保護者会費 卒園記念校区外 24,000

1,200×87名 104,400 封筒代 110

12 18 12・1月分保護者会費 目録代 1,276

1,200×88名 105,600 15 園外活動費追加分 500

2 6 2・3月分保護者会費 在園児プレゼント代 33,000

1,200×86名分 103,200 園への卒園記念品 268,400

15 2.3月分保護者会費追加 3 17 餞別1名分 5,000

1,200×2名 2,400

3 10 預金利息 56

収入合計 1,141,141 支出合計 666,749

R6.4.1〜R7.3.31　単位：円

令和6年度　以上の通り報告いたします。

会計報告書

以上　収支合計　＝￥474,392

次年度繰越金　￥474,392





役員 氏名

会長 本澤　恵理架

副会長 平田　菜緒

副会長 浴村　麻由

会計 宇崎　愛

会計 田中　七生子

連合 福湯　愛

書記 大畑　宏美

第３号議案

令和７年度　役員



令和７年４月

６月

７月

９月

１０月

１１月

１２日

令和８年２月

３月

第４号議案

令和７年度　事業計画(案)

 入園式（1日）　　

  ※行事は状況により、中止や変更の場合があります。

 参観日（19日）　クリスマス会（24日）

 オープン保育（3.4.5歳児　13日・16日）

 かわいフェスタ（8日）

 七夕まつり（7日）　懇談（7月22日～8月22日）

 おまつりウィーク（1日～5日）　オープン保育（16日～30日）

 運動会（3.4.5歳児　18日、0.1.2歳児　21日）

 節分（3日）発表会（0.1.2歳児　10日、3.4.5歳児　21日）

 ひな祭り会（3日）　卒園式（25日）



科目 予算額 備考

保護者会費 537,000 （月額600円×74名）×12ヶ月

（月額600円×7カ月：1名※①）

雑収入 50 貯金利息(50円)

前期繰越金 474,392

収入合計 1,011,442

支出の部

科目 予算額 備考

市連合負担金 25,200 300円×74名＝22200円＋施設費3000円

事業活動費 450,000 プレゼント代

会議費 30,000 会議費　新旧役員引継ぎ

慶事費 30,000 見舞い　餞別代　他

交通・通信・事務用品費 40,000 役員交通費　役員手当　年間事務　備品代　目録代 　

保護者会記念品費 150,000 卒園記念品

予備費 286,242

支出合計 1,011,442

単位：円　　　

第５号議案

令和7年度予算（案）

収入の部

単位：円　　　

※①9月入園予定　　 



 

保 護 者 会 

 

会  則 

社会福祉法人 中央保育所 

中央こども園 保護者会 

 

小野市新部町 916-1 

TEL 0794-66-2944 



中 央 こ ど も 園 保 護 者 会 会 則 

 

第 1条（名称及設置） 

本会は社会福祉法人中央保育所中央こども園保護者会（以下「保護者会」という。）と称し、事務

所を中央こども園内に置く。 

第 2条（会の組織） 

本会は中央こども園（以下「こども園」という。）在園児の保護者会を会員として組織し、小野市

連合保護者会に加入する。 

第 3条（目 的） 

本会は児童憲章の理念に則りこども園の運営に協力し、児童の福祉を増進することを目的とする。 

第 4条（事 業） 

本会は前条の目的を達成するためにこども園と協議して次の事業を行う。 

⑴ 児童心身の健全な発育能力の開発に必要な環境や条件の整備 

⑵ 児童福祉を増進するための研究及び協議会の開催 

⑶ 家庭とこども園及び関係団体との連絡調整その他本会の目的達成に必要な事業 

第 5条（役 員） 

本会に次の役員を置く 

⑴  会長 ～1名   ⑵ 副会長 ～2名    ⑶ 会計 ～２名   

第 6条（役員の選出） 

本会の役員は地域役員の中で三役及び監事 2名を互選し、総会の承認を受ける。 

地域役員は、それぞれの定められた地域から選出する。 

第 7条（役員の任期） 

役員の任期は 1年とする。但し再任は妨げない、補欠の任期は前任者の残任期間とする。 

第 8条 

⑴ 会長は本会を代表し会務を総括する。 

⑵ 副会長は会長を補佐し会の運営に当たり会長事故ある時は会長を代理する。 

⑶ 会計は会計事務を担当し総会において収支を報告する。 

第 9条（会 議） 

本会は次の会議を持つ 

⑴ 総会 

⑵ 役員会 



第 10条（総 会） 

総会は本会の最高決議機関で毎年 1回会長が召集し、会員の過半数の出席で成立し会計並びに

会務について報告するほか、会員の選出、承認等を行う。 

又、必要に応じ臨時に総会を開き、緊急の場合は役員会を以ってこれに代え、後日承認を求め

ることができる。 

第 11条（役 員 会） 

役員会は随時必要に応じて会長がこれを召集し当面の諸問題を審議決定する外、総会決定事項

の執行に当たる。 

第 12条（経 費） 

本会の運営に必要な経費は会費による外、寄付金、事業収益金等を以ってこれに充てる。会費

は園児一人につき月額６００円。 

第 13条（会 計 年 度） 

本会の会計年度は毎年 4 月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。 

第 14条（会則の改廃） 

この会則の改廃は総会出席者の 3分の 2以上の賛成を必要とする。 

第 15条（委 任） 

この会則の施行上必要な細則は、役員会において定め総会の承認を得る事とする。 

第 16条（書類の保管期間） 

本会の各種書類の保管期間を過去 5年分とする。 

附  則 

この会則は令和５年 4月 1日より適用する。 



中 央 こ ど も 園 保 護 者 会 慶 弔 規 定 

 

第 1条 

会員の家族及び関係職員に慶弔の事ある時は次の規定による。 

第 2条 

弔辞について 

⑴ 園児の両親、もしくは、これに代わる人の死亡 

香料 ３，０００円（3役会葬） 

⑵ 園児の死亡 

香料 ５，０００円（全役員会葬） 

⑶ 関係役員の死亡 

香料 ３，０００円（3役会葬） 

第 3条 

慶事について 

⑴ 関係職員の結婚 

祝金 １０，０００円 

⑵ 同上出産（１男、１女のみ） 

祝金 ５，０００円 

第４条 

疾病、障害について 

⑴ 園児の入院、１週間以上を要する場合 

見舞金 ２，０００円 

⑵ 関係職員の入院 

見舞金 ２，０００円 

第５条 

転退職について 

⑴ 関係職員の餞別 

勤続 １年以上 ５，０００円 

勤続１０年以上 １０，０００円 

第６条 

以上の金品の贈答に対する見舞い返しや一般に行われている謝礼行為は一切行わない事とする。 

附 則 

その他必要な場合は３役会において決定する。 


